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平
成
三
十
一
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

福
井
県
規
則
第
三
号

　
　
　 
福
井
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　
福
井
空
港
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
井

県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。　
第
七
条
中
「
着
陸
料
に
あ
つ
て
は
着
陸
直
後
に
、

停
留
料
に
あ
つ
て
は
停
留
を
終
え
た
と
き
」
を
「
着

陸
後
か
ら
停
留
を
終
え
る
ま
で
の
間
」
に
改
め
る
。

　
第
九
条
第
一
項
中
「
こ
え
た
」
を
「
超
え
た
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
五
十
回
」
を
「
五
十
一
回

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
え
て
」
を
「
超
え

て
」
に
、
「
こ
え
た
」
を
「
超
え
た
」
に
改
め
、
同

項
各
号
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
井
県
告
示
第
５
１
号

　
救

急
病

院
等

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
３

９
年

厚
生

省
令

第
８

号
）

第
１

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

消
防

法
（

昭
和

２
３

年
法

律
第

１
８

６
号

）
第

２
条

第
９

項
の

救
急

業
務

に
係

る
医

療
機

関
を

認
定

し
た

の
で

、
同

令
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

平
成

３
１

年
３

月
１

２
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

区
分

　
救

急
病

院

２
　

名
称

　
斎

藤
病

院

３
　

所
在

地
　

福
井

県
鯖

江
市

中
野

町
６

番
１

号
１

４
　

認
定

の
有

効
期

間

　
　

自
　

平
成

３
１

年
４

月
１

日

　
　

至
　

平
成

３
４

年
３

月
３

１
日

７
　

規
則

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
公

告
を

行
っ

た
日

　
　

平
成

３
０

年
１

２
月

１
８

日

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
の

落
札

者
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

平
成

３
１

年
３

月
１

２
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

落
札

に
係

る
物

品
の

名
称

お
よ

び
数

量

　
　

二
段

型
開

繊
装

置
　

一
式

２
 　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー

　
　

福
井

県
福

井
市

川
合

鷲
塚

町
６

１
－

１
０

３
　

落
札

者
を

決
定

し
た

日

　
　

平
成

３
１

年
１

月
３

０
日

４
　

落
札

者
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

株
式

会
社

ホ
ク

シ
ン

　

　
　

福
井

県
福

井
市

経
田

１
丁

目
１

０
４

５
　

落
札

金
額

　
　

５
６

，
２

０
０

，
０

０
０

円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

一
般

競
争

入
札

７
　

規
則

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
公

告
を

行
っ

た
日

　
　

平
成

３
０

年
１

２
月

１
８

日

　
　

　
福

井
川

合
鷲

塚
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

６
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
平

成
３

１
年

１
月

８
日

に
役

員
を

退
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
｡

　
　

平
成

３
１

年
３

月
１

２
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
の

落
札

者
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

平
成

３
１

年
３

月
１

２
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

落
札

に
係

る
物

品
の

名
称

お
よ

び
数

量

　
　

メ
ル

ト
ブ

ロ
ー

装
置

　
一

式

２
 　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
工

業
技

術
セ

ン
タ

ー

　
　

福
井

県
福

井
市

川
合

鷲
塚

町
６

１
－

１
０

３
　

落
札

者
を

決
定

し
た

日

　
　

平
成

３
１

年
１

月
３

０
日

４
　

落
札

者
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

株
式

会
社

ハ
ー

モ
ニ

産
業

　

　
　

福
井

県
福

井
市

高
木

中
央

２
丁

目
２

６
０

８

５
　

落
札

金
額

　
　

３
４

，
７

１
０

，
０

０
０

円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

一
般

競
争

入
札
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監

　
事

　
加

藤
　

辰
夫

　
　

福
井

市
川

合
鷲

塚
町

36-10

　
　

　
福

井
川

合
鷲

塚
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

６
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
平

成
３

１
年

２
月

１
０

日
に

役
員

に
就

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。
　

　
　

平
成

３
１

年
３

月
１

２
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所

監
　

事
　

加
藤

　
久

幸
　

　
福

井
市

川
合

鷲
塚

町
32-43

　
　

　
建

築
士

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

２
０

２
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

１
３

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
平

成
３

１
年

二
級

建
築

士
試

験
（

以
下

「
試

験
」

と
い

う
。

）
を

実
施

す
る

の
で

、
建

築
士

法
施

行
細

則
（

昭
和

２
５

年
福

井
県

規
則

第
９

９
号

）
第

１
６

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
な

お
、

試
験

の
実

施
に

関
す

る
事

務
は

、
法

第
１

５
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

福
井

県
指

定
試

験
機

関
で

あ
る

公
益

財
団

法
人

建
築

技
術

教
育

普
及

セ
ン

タ
ー

が
行

う
。

　
　

平
成

３
１

年
３

月
１

２
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

試
験

日
お

よ
び

時
間

　
⑴

　
学

科
の

試
験

　
　

 　
平

成
３

１
年

７
月

７
日

（
日

）
午

前
１

０
時

か
ら

午
後

５
時

１
０

分
ま

で

　
⑵

　
設

計
製

図
の

試
験

　
　

 　
平

成
３

１
年

９
月

１
５

日
（

日
）

午
前

１
１

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で

２
　

試
験

の
場

所

　
⑴

　
学

科
の

試
験

　
　

　
福

井
市

文
京

３
丁

目
９

番
１

号

　
　

　
福

井
大

学

　
⑵

　
設

計
製

図
の

試
験

　
　

　
福

井
市

文
京

３
丁

目
９

番
１

号

　
　

　
福

井
大

学

３
　

受
験

資
格

　
 　

法
第

１
５

条
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
こ

と
。

４
　

受
験

申
込

手
続

　
⑴

　
郵

送
に

よ
る

受
験

申
込

　
　

 　
郵

送
に

よ
る

受
験

申
込

に
つ

い
て

は
、

過
去

に
二

級
建

築
士

試
験

の
受

験
を

し
た

こ
と

が
あ

る
者

の
う

ち
、

二
級

建
築

士
試

験
の

受
験

票
ま

た
は

合
否

の
通

知
書

が
貼

付
さ

れ
て

い
る

者
お

よ
び

遠
隔

地
等

で
直

接
申

込
が

で
き

な
い

等
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

で
、

勤
務

先
の

証
明

書
ま

た
は

住
民

票
が

添
付

さ
れ

て
い

る
者

に
限

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

ア
　

受
付

期
間

　
　

　
 　

平
成

３
１

年
４

月
１

日
（

月
）

か
ら

平
成

３
１

年
４

月
１

５
日

（
月

）
ま

で

　
　

イ
　

受
験

申
込

書
の

宛
先

　
　

　
　

〒
１

０
２

－
０

０
９

４

　
　

　
　

東
京

都
千

代
田

区
紀

尾
井

町
３

－
６

　
　

　
　

紀
尾

井
町

パ
ー

ク
ビ

ル

　
　

　
 　

公
益

財
団

法
人

建
築

技
術

教
育

普
及

セ
ン

タ
ー

本
部

　
　

ウ
　

受
験

申
込

方
法

　
　

　
 　

必
ず

簡
易

書
留

で
郵

送
す

る
こ

と
（

申
込

最
終

日
の

消
印

の
あ

る
も

の
ま

で
有

効
）

。

　
⑵

　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
受

験
申

込

　
　

 　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
受

験
申

込
に

つ
い

て
は

、
平

成
１

６
年

以
降

に
二

級
建

築
士

試
験

の
受

験
申

込
を

し
た

者
の

う
ち

、
試

験
の

申
込

み
に

必
要

な
個

人
情

報
の

使
用

に
つ

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

承
諾

を
し

て
い

る
者

に
限

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

ア
　

受
付

期
間

お
よ

び
受

付
時

間

　
　

　
 　

平
成

３
１

年
４

月
８

日
（

月
）

午
前

１
０

時
か

ら
平

成
３

１
年

４
月

１
５

日
（

月
）

午

後
４

時
ま

で

　
　

イ
　

受
験

申
込

方
法

　
　

　
 　

公
益

財
団

法
人

建
築

技
術

教
育

普
及

セ
ン

タ
ー

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

ｈ
ｔ

ｔ
ｐ

ｓ
：

／

／
ｗ

ｗ
ｗ

．
ｊ

ａ
ｅ

ｉ
ｃ

．
ｏ

ｒ
．

ｊ
ｐ

／

）
に

お
い

て
、

必
要

な
事

項
を

入
力

し
申

込

む
こ

と
。

　
⑶

　
受

付
場

所
に

お
け

る
受

験
申

込

　
　

ア
　

受
付

期
間

お
よ

び
受

付
時

間

　
　

　
 　

平
成

３
１

年
４

月
１

８
日

（
木

）
か

ら
平

成
３

１
年

４
月

２
２

日
（

月
）

午
前

１
０

時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

イ
　

受
付

場
所

　
　

　
　

福
井

市
御

幸
３

丁
目

１
０

番
１

５
号

　
　

　
　

福
井

県
建

設
会

館
２

階
２

０
１

会
議

室

　
　

ウ
　

受
験

申
込

方
法

　
　

　
 　

受
験

申
込

書
の

受
付

は
、

上
記

イ
の

受
付

場
所

に
申

込
者

本
人

が
当

該
申

込
書

を
直

接

提
出

し
た

も
の

に
つ

い
て

行
う

。

５
　

合
格

者
の

発
表

　
 　

平
成

３
１

年
１

２
月

５
日

ご
ろ

（
学

科
の

試
験

に
つ

い
て

は
、

平
成

３
１

年
８

月
２

７
日

ご
ろ

）

６
　

問
合

せ
先

　
　

福
井

市
御

幸
３

丁
目

１
０

番
１

５
号

　
　

一
般

社
団

法
人

福
井

県
建

築
士

会

　
　

電
話

  ０
７

７
６

－
２

４
－

８
７

８
１

７
　

そ
の

他

　
 　

設
計

製
図

の
試

験
の

課
題

は
、

平
成

３
１

年
６

月
１

２
日

ご
ろ

か
ら

、
公

益
財

団
法

人
建

築
技

術

教
育

普
及

セ
ン

タ
ー

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

ｈ
ｔ

ｔ

ｐ
ｓ

：
／

／
ｗ

ｗ
ｗ

．
ｊ

ａ
ｅ

ｉ
ｃ

．
о

ｒ
．

ｊ

ｐ
／

）
に

お
い

て
公

表
す

る
。

　
　

　
建

築
士

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

２
０

２
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

１
３

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
平

成
３

１
年

木
造

建
築

士
試

験
（

以
下

「
試

験
」

と
い

う
。

）
を

実
施

す
る

の
で

、
建

築
士

法
施

行
細

則
（

昭
和

２
５

年
福

井
県

規
則

第
９

９
号

）
第

１
６

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
な

お
、

試
験

の
実

施
に

関
す

る
事

務
は

、
法

第
１

５
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

福
井

県
指

定
試

験
機

関
で

あ
る

公
益

財
団

法
人

建
築

技
術

教
育

普
及

セ
ン

タ
ー

が
行

う
。

　
　

平
成

３
１

年
３

月
１

２
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

試
験

日
お

よ
び

時
間

　
⑴

　
学

科
の

試
験

　
　

 　
平

成
３

１
年

７
月

２
８

日
（

日
）

午
前

１
０

時
か

ら
午

後
５

時
１

０
分

ま
で

　
⑵

　
設

計
製

図
の

試
験

　
　

 　
平

成
３

１
年

１
０

月
１

３
日

（
日

）
午

前
１

１
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

２
　

試
験

の
場

所

　
⑴

　
学

科
の

試
験

　
　

　
福

井
市

文
京

３
丁

目
９

番
１

号

　
　

　
福

井
大

学

　
⑵

　
設

計
製

図
の

試
験

　
　

　
福

井
市

文
京

３
丁

目
９

番
１

号

　
　

　
福

井
大

学

３
　

受
験

資
格

　
 　

法
第

１
５

条
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
こ

と
。

４
　

受
験

申
込

手
続

　
⑴

　
郵

送
に

よ
る

受
験

申
込

　
　

 　
郵

送
に

よ
る

受
験

申
込

に
つ

い
て

は
、

過
去

に
木

造
建

築
士

試
験

の
受

験
を

し
た

こ
と

が
あ

る
者

の
う

ち
、

木
造

建
築

士
試

験
の

受
験

票
ま

た
は

合
否

の
通

知
書

が
貼

付
さ

れ
て

い
る

者
お

よ
び

遠
隔

地
等

で
直

接
申

込
が

で
き

な
い

等
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

で
、

勤
務

先
の

証
明

書
ま

た
は

住
民

票
が

添
付

さ
れ

て
い

る
者

に
限

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

ア
　

受
付

期
間

　
　

　
 　

平
成

３
１

年
４

月
１

日
（

月
）

か
ら

平
成

３
１

年
４

月
１

５
日

（
月

）
ま

で
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イ
　

受
験

申
込

書
の

宛
先

　
　

　
　

〒
１

０
２

－
０

０
９

４

　
　

　
　

東
京

都
千

代
田

区
紀

尾
井

町
３

－
６

　
　

　
　

紀
尾

井
町

パ
ー

ク
ビ

ル

　
　

　
　

公
益

財
団

法
人

建
築

技
術

教
育

普
及

セ
ン

　
　

　
タ

ー
本

部

　
　

ウ
　

受
験

申
込

方
法

　
　

　
 　

必
ず

簡
易

書
留

で
郵

送
す

る
こ

と
（

申
込

最
終

日
の

消
印

の
あ

る
も

の
ま

で
有

効
）

。

　
⑵

　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
受

験
申

込

　
　

 　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
受

験
申

込
に

つ
い

て
は

、
平

成
１

６
年

以
降

に
木

造
建

築
士

試
験

の
受

験
申

込
を

し
た

者
の

う
ち

、
試

験
の

申
込

み
に

必
要

な
個

人
情

報
の

使
用

に
つ

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

承
諾

を
し

て
い

る
者

に
限

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

ア
　

受
付

期
間

お
よ

び
受

付
時

間

　
　

　
 　

平
成

３
１

年
４

月
８

日
（

月
）

午
前

１
０

時
か

ら
平

成
３

１
年

４
月

１
５

日
（

月
）

午

後
４

時
ま

で

　
　

イ
　

受
験

申
込

方
法

　
　

　
 　

公
益

財
団

法
人

建
築

技
術

教
育

普
及

セ
ン

タ
ー

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

ｈ
ｔ

ｔ
ｐ

ｓ
：

／

／
ｗ

ｗ
ｗ

．
ｊ

ａ
ｅ

ｉ
ｃ

．
ｏ

ｒ
．

ｊ
ｐ

／

）
に

お
い

て
、

必
要

な
事

項
を

入
力

し
申

込

む
こ

と
。

　
⑶

　
受

付
場

所
に

お
け

る
受

験
申

込

　
　

ア
　

受
付

期
間

お
よ

び
受

付
時

間

　
　

　
 　

平
成

３
１

年
４

月
１

８
日

（
木

）
か

ら
平

成
３

１
年

４
月

２
２

日
（

月
）

午
前

１
０

時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
　

イ
　

受
付

場
所

　
　

　
　

福
井

市
御

幸
３

丁
目

１
０

番
１

５
号

　
　

　
　

福
井

県
建

設
会

館
２

階
２

０
１

会
議

室

　
　

ウ
　

受
験

申
込

方
法

　
　

　
 　

受
験

申
込

書
の

受
付

は
、

上
記

イ
の

受
付

場
所

に
申

込
者

本
人

が
当

該
申

込
書

を
直

接

提
出

し
た

も
の

に
つ

い
て

行
う

。

５
　

合
格

者
の

発
表

　
 　

平
成

３
１

年
１

２
月

５
日

ご
ろ

（
学

科
の

試
験

に
つ

い
て

は
、

平
成

３
１

年
９

月
１

０
日

ご
ろ

）

６
　

問
合

せ
先

　
　

福
井

市
御

幸
３

丁
目

１
０

番
１

５
号

　
　

一
般

社
団

法
人

福
井

県
建

築
士

会

　
　

電
話

  ０
７

７
６

－
２

４
－

８
７

８
１

７
　

そ
の

他

　
 　

設
計

製
図

の
試

験
の

課
題

は
、

平
成

３
１

年
６

月
１

２
日

ご
ろ

か
ら

、
公

益
財

団
法

人
建

築
技

術

教
育

普
及

セ
ン

タ
ー

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

ｈ
ｔ

ｔ

ｐ
ｓ

：
／

／
ｗ

ｗ
ｗ

．
ｊ

ａ
ｅ

ｉ
ｃ

．
ｏ

ｒ
．

ｊ

ｐ
／

）
に

お
い

て
公

表
す

る
。

公
安
委
員
会
規
則

　
福
井
県
公
安
委
員
会
等
の
聴
聞
お
よ
び
弁
明
の
機

会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

　
　
平
成
三
十
一
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
菱
川
　
健
治

福
井
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　 

福
井
県
公
安
委
員
会
等
の
聴
聞
お
よ
び
弁
明

の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　
福
井
県
公
安
委
員
会
等
の
聴
聞
お
よ
び
弁
明
の
機

会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
福
井
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第

８
号
（
第
９

条
、
第
２
４
条
関
係
）
 

 

第
 
 
 
 
 
号

 
 

 

変
更

通
知

書
 

 

年
 
 
月
 
 
日

 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
様
 

  

印
 
 

 
 
 

 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
に
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
に

お
い
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
た
 

 

聴
聞
の

期
日
・
場
所
 

弁
明
の

日
時
・
場
所
 
を

下
記
の
と
お
り

変
更
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

 

記
 

  

聴
聞
 

弁
明
 の

件
名
 

 
 

 

 
 

変
更

前
 

変
更

後
 

聴
聞
の

期
日

弁
明
の

日
時
 

年
 
 
月

 
 
日
 

時
 
 

分
か
ら
 

年
 
 
月
 
 

日
 

時
 
 
分
か

ら
 

聴
聞
の

場
所
 

弁
明
の

場
所
 

 
 

 
 

 
 

備
考
 

不
要
の
文

字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。
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一

般
競

争
入

札
を

実
施

す
る

の
で

、
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
（

平
成

１
９

年
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
細

則
第

１
７

号
）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。

　
　

平
成

３
１

年
３

月
１

２
日

　
　

　
　

　
　

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

　
　

　
　

　
　

　
理

事
長

　
林

　
雅

則

１
　

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
業

務
の

名
称

　
　

 　
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
管

理
補

助
業

務
委

託
（

長
期

継
続

契
約

）

　
⑵

　
業

務
内

容

　
　

 　
入

札
説

明
書

お
よ

び
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

説
明

書
等

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
。

　
⑶

　
契

約
期

間

　
　

 　
平

成
３

１
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

３
４

年
３

月
３

１
日

ま
で

２
　

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

細

則
第

４
条

に
基

づ
き

定
め

る
競

争
入

札
参

加
の

資

格
を

有
す

る
者

で
、

次
に

掲
げ

る
条

件
を

す
べ

て

満
た

す
者

と
す

る
。

 

　
⑴

 　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
に

規
定

す
る

者
で

な
い

こ
と

。

　
⑵

 　
入

札
の

日
に

お
い

て
現

に
福

井
県

の
指

名
停

止
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

　
⑶

 　
会

社
更

生
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

５
４

号
）

に
基

づ
く

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

お
よ

び
民

事
再

生
法

（
平

成
１

１
年

法
律

第
２

２
５

号
）

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑷

 　
福

井
県

内
に

、
本

店
、

支
店

、
営

業
所

ま
た

は
事

業
所

が
あ

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑸

 　
委

託
業

務
内

容
に

適
し

た
人

員
の

確
保

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑹

 　
次

の
ア

か
ら

オ
ま

で
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
　

ア
 　

役
員

等
（

個
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
者

を
、

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
役

員
ま

た

は
そ

の
支

店
も

し
く

は
常

時
契

約
を

締
結

す

る
事

務
所

を
代

表
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
が

暴
力

団
員

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成

３
年

法
律

第
７

７
号

）
第

２
条

第
６

号
に

規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

で
あ

る
者

　
　

イ
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

２
号

に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

ま
た

は
暴

力
団

員
が

経
営

に
実

質
的

に
関

与

し
て

い
る

者

　
　

ウ
 　

役
員

等
が

自
己

、
自

社
も

し
く

は
第

三
者

の
不

正
の

利
益

を
図

る
目

的
ま

た
は

第
三

者

に
損

害
を

加
え

る
目

的
を

も
っ

て
、

暴
力

団

ま
た

は
暴

力
団

員
の

利
用

等
を

し
て

い
る

者

　
　

エ
 　

役
員

等
が

、
暴

力
団

も
し

く
は

暴
力

団
員

に
対

し
て

資
金

等
を

供
給

し
、

ま
た

は
便

宜

を
供

与
す

る
な

ど
直

接
的

も
し

く
は

積
極

的

に
暴

力
団

の
維

持
運

営
に

協
力

し
、

ま
た

は

関
与

し
て

い
る

者

　
　

オ
 　

役
員

等
が

暴
力

団
ま

た
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ
き

関
係

を
有

し
て

い

る
者

３
　

入
札

説
明

書
等

の
交

付

　
⑴

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

場
所

お
よ

び
こ

の
入

札
に

関
す

る
問

合
せ

先

　
　

　
〒

９
１

０
－

１
１

９
５

　
　

 　
福

井
県

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
兼

定
島

４
－

１
－

１

　
　

　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
財

務
企

画
課

　
　

　
電

話
　

０
７

７
６

－
６

１
－

６
０

０
０

　
⑵

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

は
上

記
の

場
所

で
行

う
ほ

か
、

本
学

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
上

で
公

開
す

る
。

４
　

資
格

の
確

認
に

関
す

る
事

項

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
に

、
必

要
書

類
を

添
え

て

次
の

と
お

り
提

出
し

、
こ

の
入

札
に

係
る

業
務

に

関
し

本
学

の
審

査
を

受
け

、
資

格
の

確
認

を
受

け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

　
⑴

　
申

請
書

の
提

出
期

限

　
　

　
平

成
３

１
年

３
月

１
８

日
（

月
）

１
５

時

　
⑵

　
提

出
方

法

　
　

 　
持

参
ま

た
は

郵
送

す
る

こ
と

（
郵

送
の

場
合

は
提

出
期

限
必

着
と

す
る

。
）

。
 

　
⑶

　
提

出
先

　
　

　
３

⑴
と

同
様

と
す

る
。

５
 　

入
札

書
の

提
出

方
法

、
入

札
お

よ
び

開
札

の
場

所
な

ら
び

に
日

時

　
⑴

　
入

札
書

の
提

出
方

法

　
　

　
持

参
す

る
こ

と
。

　
⑵

　
入

札
お

よ
び

開
札

の
場

所
な

ら
び

に
日

時

　
　

ア
　

場
所

　
　

　
 　

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

図
書

館
棟

会
議

室

　
　

イ
　

日
時

　
　

　
 　

平
成

３
１

年
３

月
２

６
日

（
火

）
１

１
時

６
　

入
札

方
法

に
関

す
る

事
項

　
⑴

 　
入

札
書

に
記

載
す

る
金

額
は

、
３

年
間

の
見

積
金

額
を

３
６

で
除

し
た

額
の

１
０

８
分

の
１

０
０

に
相

当
す

る
額

と
す

る
こ

と
。

　
⑵

 　
落

札
者

の
決

定
に

当
た

っ
て

は
、

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

、
当

該
金

額
の

１
０

０
分

の
８

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

た
金

額
（

加
算

後
の

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

金
額

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

た
金

額
）

を
も

っ
て

落
札

金
額

と
す

る
の

で
、

入
札

参
加

者
は

、
消

費
税

お
よ

び
地

方
消

費
税

に
係

る
課

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
、

見
積

も
っ

た
契

約
希

望
金

額
の

１
０

８
分

の
１

０
０

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

７
　

落
札

者
の

決
定

に
関

す
る

事
項

　
⑴

 　
こ

の
入

札
に

係
る

調
達

役
務

の
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

　
⑵

 　
当

該
競

争
入

札
の

落
札

決
定

の
効

果
は

平
成

３
１

年
度

予
算

発
効

時
に

お
い

て
生

じ
る

。

８
　

そ
の

他

　
⑴

　
入

札
保

証
金

お
よ

び
契

約
保

証
金

 

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑵

　
入

札
の

無
効

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑶

　
契

約
書

作
成

の
要

否
 

　
　

　
要

　
⑷

 　
暴

力
団

員
等

に
よ

る
不

当
介

入
を

受
け

た
場

合
の

措
置

　
　

ア
 　

受
注

者
は

、
福

井
県

暴
力

団
排

除
条

例
（

平
成

２
２

年
福

井
県

条
例

第
３

１
号

）
第

５

条
第

２
項

の
規

定
の

趣
旨

に
の

っ
と

り
、

暴

力
団

員
ま

た
は

暴
力

団
も

し
く

は
暴

力
団

員

と
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
に

よ
る

不
当

介

入
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
所

轄
の

警

察
署

に
届

出
を

行
う

と
と

も
に

、
捜

査
上

必

要
な

協
力

を
行

う
こ

と
。

　
　

イ
 　

ア
に

よ
り

、
警

察
署

に
届

け
出

た
と

き
は

、
そ

の
旨

を
速

や
か

に
本

学
に

報
告

す
る

こ

と
。

　
⑸

 　
こ

の
入

札
に

お
け

る
改

元
後

の
日

付
に

つ
い

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
公
告
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て
は

、
新

元
号

の
当

該
日

付
に

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

　
⑹

 　
こ

の
公

告
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
入

札
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
入

札
説

明
書

等
に

よ
る

。

　
　

　
一

般
競

争
入

札
を

実
施

す
る

の
で

、
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
（

平
成

１
９

年
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
細

則
第

１
７

号
）

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。
　

　
　

平
成

３
１

年
３

月
１

２
日

　
　

　
　

　
　

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

　
　

　
　

　
　

　
理

事
長

　
林

　
雅

則

１
　

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
業

務
の

名
称

　
　

　
年

次
決

算
補

助
業

務
委

託

　
⑵

　
業

務
内

容

　
　

 　
入

札
説

明
書

お
よ

び
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

説
明

書
等

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
。

　
⑶

　
契

約
期

間

　
　

 　
平

成
３

１
年

４
月

１
日

か
ら

同
年

６
月

３
０

日
ま

で

２
　

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

 

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

細

則
第

４
条

に
基

づ
き

定
め

る
競

争
入

札
参

加
の

資

格
を

有
す

る
者

で
、

次
に

掲
げ

る
条

件
を

す
べ

て

満
た

す
者

と
す

る
。

 

　
⑴

 　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
に

規
定

す
る

者
で

な
い

こ
と

。

　
⑵

 　
入

札
の

日
に

お
い

て
現

に
福

井
県

の
指

名
停

止
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

 

　
⑶

 　
会

社
更

生
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

５
４

号
）

に
基

づ
く

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

お
よ

び
民

事
再

生
法

（
平

成
１

１
年

法
律

第
２

２
５

号
）

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

　
　

　
〒

９
１

０
－

１
１

９
５

　
　

 　
福

井
県

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
兼

定
島

４
－

１
－

１

　
　

　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
財

務
企

画
課

　
　

　
電

話
　

０
７

７
６

－
６

１
－

６
０

０
０

　
⑵

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

は
上

記
の

場
所

で
行

う
ほ

か
、

本
学

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

開
す

る
。

４
　

資
格

の
確

認
に

関
す

る
事

項

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
に

、
必

要
書

類
を

添
え

て

次
の

と
お

り
提

出
し

、
こ

の
入

札
に

係
る

業
務

に

関
し

本
学

の
審

査
を

受
け

、
資

格
の

確
認

を
受

け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

　
⑴

　
申

請
書

の
提

出
期

限

　
　

　
平

成
３

１
年

３
月

１
８

日
（

月
）

１
５

時

　
⑵

　
提

出
方

法

　
　

 　
持

参
ま

た
は

郵
送

す
る

こ
と

（
郵

送
の

場
合

は
提

出
期

限
必

着
と

す
る

。
）

。
 

　
⑶

　
提

出
先

　
　

　
３

⑴
と

同
様

と
す

る
。

５
 　

入
札

書
の

提
出

方
法

、
入

札
お

よ
び

開
札

の
場

所
な

ら
び

に
日

時

　
⑴

　
入

札
書

の
提

出
方

法

　
　

　
持

参
す

る
こ

と
。

　
⑵

　
入

札
お

よ
び

開
札

の
場

所
な

ら
び

に
日

時

　
　

ア
　

場
所

　
　

　
 　

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

図
書

館
棟

会
議

室

　
　

イ
　

日
時

　
　

　
 　

平
成

３
１

年
３

月
２

６
日

（
火

）
１

０
時

４
５

分

６
　

入
札

方
法

　
 　

落
札

者
の

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
、

当
該

金
額

の
１

０
０

分
の

８

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

た
金

額
（

加
算

後
の

金

額
に

１
円

未
満

の
端

数
金

額
が

あ
る

と
き

は
、

そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

た
金

額
）

を
も

っ
て

落

札
金

額
と

す
る

の
で

、
入

札
参

加
者

は
、

消
費

税

お
よ

び
地

方
消

費
税

に
係

る
課

税
事

業
者

で
あ

る

か
免

税
事

業
者

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

、
見

積
も

っ

た
契

約
希

望
金

額
の

１
０

８
分

の
１

０
０

に
相

当

す
る

金
額

を
入

札
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

７
　

落
札

者
の

決
定

の
方

法
 

　
⑴

 　
こ

の
入

札
に

係
る

調
達

役
務

の
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

　
⑵

 　
当

該
競

争
入

札
の

落
札

決
定

の
効

果
は

、
平

成
３

１
年

度
予

算
発

効
時

に
お

い
て

生
じ

る
。

８
　

そ
の

他

　
⑴

　
入

札
保

証
金

お
よ

び
契

約
保

証
金

 

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑵

　
入

札
の

無
効

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑶

　
契

約
書

作
成

の
要

否
 

　
　

　
要

　
⑷

 　
暴

力
団

員
等

に
よ

る
不

当
介

入
を

受
け

た
場

合
の

措
置

　
　

ア
 　

受
注

者
は

、
福

井
県

暴
力

団
排

除
条

例
（

平
成

２
２

年
福

井
県

条
例

第
３

１
号

）
第

５

条
第

２
項

の
規

定
の

趣
旨

に
の

っ
と

り
、

暴

力
団

員
ま

た
は

暴
力

団
も

し
く

は
暴

力
団

員

と
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
に

よ
る

不
当

介

入
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
所

轄
の

警

察
署

に
届

出
を

行
う

と
と

も
に

、
捜

査
上

必

要
な

協
力

を
行

う
こ

と
。

　
　

イ
 　

ア
に

よ
り

、
警

察
署

に
届

け
出

た
と

き
は

、
そ

の
旨

を
速

や
か

に
本

学
に

報
告

す
る

こ

と
。

　
⑸

 　
こ

の
入

札
に

お
け

る
改

元
後

の
日

付
に

つ
い

て
は

、
新

元
号

の
当

該
日

付
に

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

　
⑹

 　
こ

の
公

告
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
入

さ
れ

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑷

 　
福

井
県

内
に

主
た

る
事

業
所

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑸

 　
こ

の
入

札
に

関
す

る
業

務
を

実
施

す
る

能
力

お
よ

び
体

制
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑹

 　
次

の
ア

か
ら

オ
ま

で
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
　

ア
 　

役
員

等
（

個
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
者

を
、

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
役

員
ま

た

は
そ

の
支

店
も

し
く

は
常

時
契

約
を

締
結

す

る
事

務
所

を
代

表
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

）
が

暴
力

団
員

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成

３
年

法
律

第
７

７
号

）
第

２
条

第
６

号
に

規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

で
あ

る
者

　
　

イ
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

２
号

に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

ま
た

は
暴

力
団

員
が

経
営

に
実

質
的

に
関

与

し
て

い
る

者

　
　

ウ
 　

役
員

等
が

自
己

、
自

社
も

し
く

は
第

三
者

の
不

正
の

利
益

を
図

る
目

的
ま

た
は

第
三

者

に
損

害
を

加
え

る
目

的
を

も
っ

て
、

暴
力

団

ま
た

は
暴

力
団

員
の

利
用

等
を

し
て

い
る

者

　
　

エ
 　

役
員

等
が

、
暴

力
団

も
し

く
は

暴
力

団
員

に
対

し
て

資
金

等
を

供
給

し
、

ま
た

は
便

宜

を
供

与
す

る
な

ど
直

接
的

も
し

く
は

積
極

的

に
暴

力
団

の
維

持
運

営
に

協
力

し
、

ま
た

は

関
与

し
て

い
る

者

　
　

オ
 　

役
員

等
が

暴
力

団
ま

た
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ
き

関
係

を
有

し
て

い

る
者

３
　

入
札

説
明

書
等

の
交

付

　
⑴

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

場
所

お
よ

び
こ

の
入

札
に

関
す

る
問

合
せ

先



　　平成31年３月12日（火） 6福 井 県 報 第 3005 号
札

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

入
札

説
明

書
等

に

よ
る

。

平
成
三
十
一
年
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月
十
二
日
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行
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〒
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一
〇

-

八
五
八
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井
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井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

平
成
三
十
一
年
三

月
十
二
日
発
　
行
　
印
刷
人
　
〒
九
一
〇

-

〇
八
五
八
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
十
五

-

二
十
七
　
㈱
竹
下
印
刷
所
　
☎
㉔
二
二
二
一
番


